
 

 

   憲法９条生かしたアジアの平和外交こそ 

 

日本国憲法 

戦争の放棄 

第 9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権 

の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手 

段としては、永久にこれを放棄する。 

前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 

国の交戦権は、これを認めない。 

 

  

 

「憲法」は主権者である国民が国家に命じた“最高法規”です 

日本国憲法 

改正 

第 96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、

これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、

特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の

賛成を必要とする。 

 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と

一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 

 

最高法規 

第 99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、こ

の憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 

 


